
 

会員に関する規程 
 
（目的） 
第１条 この規程は、定款第４９条第２項に基づき、公益財団法人史学会（以下「本学会」と
いう）の会員の入会及び退会並びに会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。 

 
（会員の種類） 
第２条 本学会の会員は、次のとおりとする。 
（１）個人会員  本学会の設立趣旨、目的に賛同する個人 
（２）団体会員  本学会の設立趣旨、目的に賛同する団体 
 
（入会方法） 
第３条 本学会の会員になるためには、別に定める入会申込書により事務所へ申し込み、会
費を支払うものとする。 

 
（会員資格の認定） 
第４条 前条の定めに基づき申し込みのあった者については、理事長が認定し、理事会に報
告する。 

 

（会員資格の取消） 

第５条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、理事長は理事会の決議により、会員の
資格を取り消すことができる。 

（１）定款および細則に違反したとき 
（２）本学会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき 

（３）公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第６条第６号に該当するに至っ

たとき 

 
（会員の権利） 
第６条 会員は、本学会の機関誌『史学雑誌』を受領することができる。また、『史学雑誌』

への論文投稿、大会での研究報告申込みの資格を有する。 
 
（会費） 
第７条 会員の会費は、以下の年額とする。 
（１）個人普通会員     １４，０００円 
（２）個人学生会員      ８，０００円 
（３）個人夫婦・家族会員    １６，０００円（２名分） 
（４）団体会員       １４，０００円 
 
（会費の納入） 
第８条 会費の納入は年１回とし、１年分を前納するものとする。ただし、新規会員は入会
時に会費を納入するものとする。 

 
（会費の使途） 
第９条 第７条の会費は、毎事業年度における合計額の５０%以上を当該年度の公益目的事
業に使用する。 

 
 



 

（会費の滞納） 
第１０条 会員は、会費の納入を２年分怠ったとき、雑誌の送付を停止される。さらに１年
間会費の納入を行わない場合、会員の資格を喪失する。 

 
（会費の不返還） 
第１１条 会員が既に納入した会費は返還しない。ただし１年分を超えて前納している場合
には、１年分を超える部分を返還する。 

 
（退会） 
第１２条 会員は、退会届を事務所に提出し、任意に退会することができる。また、会員が
次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。 

（１）本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき 
（２）会費を３年間納入しないとき 
（３）第５条の定めに基づき、会員の資格を取り消されたとき 
 
（休会） 
第１３条 会員は、事務所に届け出て、最大３年間まで休会することができる。休会してい
る期間については会費の納入を免除され、第６条に記す会員の権利は停止される。 

 
（改廃） 
第１４条 この規程の改廃は、理事会及び評議員会の決議を経て行う。 
         
（細則） 
第１５条 この規程において定めるもののほか、必要な事項については、理事長が理事会の
決議を経て別に定める。 

 
 

附 則 
 この規程は、公益法人の設立の登記の日から施行する。（平成２３年１０月２７日理事会
及び平成２３年１１月１５日評議員会決議） 

 

附 則 

 この規則は、平成２６年１１月４日から施行する。（平成２６年１０月９日理事会及び平
成２６年１１月４日評議員会決議） 

 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。（令和７年３月６日理事会及び令和７年６
月１６日評議員会決議） 

 


